
相模原市農業委員会第３０回会議議事録 

 

開 会 日 時 令和６年８月３０日 午後１時４０分 

閉 会 日 時 令和６年８月３０日 午後２時３５分 

開 催 場 所 市役所第２別館３階 第３委員会室 

出 席 委 員 （○印） 

①  青 木   齊 ⑧ 志 村  佳 男 15 八 木  拓 美 

②  齋 藤  憲 一 ⑨ 阿 部   健 ⑯ 菱 山  喜 章 

③  加 藤  正 博 ⑩ 髙 橋  三 行 ⑰ 藤 村  達 人 

④  渋 谷  久 夫 ⑪ 齋 藤  孝 之 ⑱ 天 野   明 

⑤  斉 藤  嘉 之 ⑫ 山 口  幸 男 ⑲ 加 藤  通 一 

⑥  大 塚  優 子 ⑬ 大 谷  健 一   

⑦  小 林  康 史 ⑭ 西 東  邦 雄   

出席委員 １８名 

欠席委員 １名（１５番八木拓美委員） 

傍聴人  ０名 

 

事 務 局 前田康行 伊藤和彦 濱端雄高 武信秀直   

       

 

議事録署名人 議 長 

 

     議席 ３番 

 

     議席１６番 



会議に付した事件 

日程 番 号 件          名 

１  会務報告 

２  第１３回農政運営委員会報告 

３ 議案第２７号 農地法第３条の規定による許可申請について 

４ 議案第２８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

５ 議案第２９号 農用地利用集積計画の決定について 

６ 議案第３０号 農用地利用集積計画の決定について 

７ 議案第３１号 
「相模原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」（案）の意

見照会に対する回答について 

８ 報告第２９号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

９ 報告第３０号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について 

１０ 報告第３１号 農地所有適格法人の報告について 

１１ 報告第３２号 
解除条件付き利用権設定を受けた者の農用地利用状況の報告につい

て 

１２ 報告第３３号 非農地証明書の発行について 

１３ 報告第３４号 
地目変更登記に係る農地等の現況照会に対する調査結果の報告につ

いて 

１４ 報告第３５号 相続等による農地の権利取得届出の受理の報告について 

１５ 報告第３６号 市街化区域内農地の転用届出の受理の報告について 

 
議事の内容 次のとおり 
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議長（阿部会長） 
ただいまから、相模原市農業委員会第３０回総会を開催いたします。 

ただいまの出席委員は１８名で、定足数に達しております。 

本日、１５番八木拓美委員より欠席の旨通告がありましたので、御報告いたします。 

次に、本日の総会の議事録署名委員につきましては、３番加藤正博委員、１６番菱山

喜章委員を御指名いたします。よろしくお願いします。 

傍聴の希望はございませんので、このまま進めていきます。 
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日程１ 会務報告 

 
議長（阿部会長） 

それでは、これより日程に入ります。 
日程１「会務報告」をいたします。 
前田事務局長に報告いたさせます。 

事務局（前田事務局長兼次長） 
それでは、会務報告をさせていただきます。 
令和６年７月３１日から令和６年８月２９日までの主な会務につきまして、御報告い

たします。 
資料を御覧いただきまして、まず、１の会議でございます。 
初めに、県関係です。 
８月２１日、知事との意見交換会が開催されまして、阿部会長が出席しております。

内容につきましては、農地等の利用の最適化の推進に関する意見についてでございます。 
同日、その後、引き続きまして、同じく意見、要請活動が行われまして、阿部会長が

出席しております。内容については、副知事や副議長への意見要請でございます。 
同日、農業会議常設審議委員会が開催されまして、阿部会長が出席しております。内

容につきましては、農地法に係る諮問についてほかでございます。本市からは、報告７件

となっております。 
同日、農業委員会活動推進大会運営委員会が開催されまして、阿部会長が出席してお

ります。内容につきましては、大会の運営についてほかでございます。 
続きまして、市関係でございます。 
７月３１日、農業委員会第２９回総会を行いまして、農業委員１８名の方に出席いた

だきました。内容につきましては、農地法第３条の規定による許可申請についてほかで

ございます。 
８月１日、津久井管内の関係機関との情報交換会が行われまして、農業委員４名が出

席しております。内容については、関係機関との情報交換ほかでございます。 
８月２日、令和６年度相模原市米軍基地返還促進等市民協議会理事会が開催されまし

て、菱山副会長が出席しております。内容につきましては、本年度の要請についてほか

でございます。 
８月６日、本庁管内の関係機関との情報交換会が行われまして、農業委員４名が出席

しております。内容については、関係機関との情報交換ほかでございます。 
８月７日、農地利用最適化推進委員本庁地区個別報告会が開催されまして、農地利用

最適化推進委員７名が出席しております。 
８月８日には津久井地区個別報告会が開催されまして、農地利用最適化推進委員７名

が出席しております。いずれの会議につきましても、内容は７月の活動報告についてほ

かでございます。 
裏面を御覧いただきたいと思います。 
８月２２日、役員会を行いまして、阿部会長、菱山副会長が出席しております。内容

については、総会提出案件ほかでございます。 
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８月２３日、第１３回農政運営委員会を行いまして、農政運営委員１０名が出席して

おります。内容につきましては、「令和７年度相模原市農地等の利用の最適化の推進に

関する意見」（案）についてほかでございます。 
私からは以上です。 

議長（阿部会長） 
ただいまの会務報告について、何か御発言がありましたら、お願いいたします。 
よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、以上で会務報告を終わります。 
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日程２ 第１３回農政運営委員会報告 

 
議長（阿部会長） 

続いて、日程２「第１３回農政運営委員会報告」をいたします。 
髙橋委員長から報告をお願いいたします。 

委員長（髙橋委員） 
それでは、８月２３日に開催されました第１３回農政運営委員会の結果について報告

いたします。別途配付されております報告資料を御覧ください。 
会議の中での主な意見ですが、議題（１）令和６年度関係機関との情報交換会の報告

について、学校給食の登録農家を増やすためには、給食用の農作物を一時的に保管でき

る施設があるとよい。また、来年度から多くの農業者が学校給食を活用できるような体

制づくりをしてほしいなどの意見がありました。 
議題（２）「令和７年度相模原市農地等の利用の最適化の推進に関する意見」（案）に

ついては、大日野原圃場の農道における危険箇所の整備が本年度で完了するため、令和

７年度への市への意見から削除することとなりました。また、新規参入の促進について、

「市ホームページ等を充実させる」という文言に修正することになりました。 
以上で、第１３回農政運営委員会の結果報告を終わります。 

議長（阿部会長） 
ただいまの報告について、何か御発言がございましたら、お願いいたします。 
よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、以上で第１３回農政運営委員会報告を終わります。 
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日程３ 議案第２７号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 
議長（阿部会長） 

続いて、日程３議案第２７号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤所長） 

それでは、１ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第２７号 農地法第３条の規定による許可申請について。別紙農地の所有権移転

等許可申請収受番号３－１０１２は、農地法第３条の規定により適切と認められるので、

許可するものとする。令和６年８月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、２ページを御覧ください。 
収受番号３－１０１２は、権利設定者の東海旅客鉄道株式会社が地下にリニア中央新

幹線の軌道用のトンネルを建設するため、区分地上権を設定する申請になります。現地

の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は２ページを御覧ください。

斜線部分が本案件の申請地です。申請地は緑区青山の畑、１筆、２７㎡です。地下トン

ネル建設に伴う区分地上権の説明については、先月審議された議案と同じですので、省

略させていただきます。 
以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第２７号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 
 

全員挙手 

 
議長（阿部会長） 

挙手全員。 
よって、日程３議案第２７号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程４ 議案第２８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 
議長（阿部会長） 

続いて、日程４議案第２８号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（武信総括副主幹） 

それでは、３ページを御覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第２８号 農地法第５条の規定による許可申請について。別紙農地の転用を伴う

所有権移転等許可申請収受番号５－４及び５－１０２８から５－１０４０は、相当とす

る理由があるので、農地法第５条第３項において準用する同法第４条第３項の規定によ

り意見を付して、市長あてに送付するものとする。令和６年８月３０日提出。相模原市

農業委員会会長。 
それでは、４ページを御覧ください。 
収受番号５－４は、譲受人の金子建設株式会社が、譲渡人が所有する上溝の農地、２筆、

７８６㎡の所有権移転を受け、貸資材置場として転用するための申請です。現地の状況

につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は４ページを御覧ください。農地

区分は第２種農地です。申請理由といたしましては、不動産業を営んでおり、申請地に

隣接する運送会社の荷物積替え保管場所として新たに貸資材置場を確保するための申

請です。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策として、

車両出入口を除き、西側及び南側に矢板土留めを設置し、北側及び東側は既設波板鋼板

を利用する計画です。雨水については、砂利敷きによる敷地内浸透とする計画です。申

請地は老人保健施設清泉の里の西約２００ｍです。 
本庁分は以上です。 

事務局（伊藤所長） 
続きまして、収受番号５－１０２８は、借受人の株式会社北相模環境管理開発が、貸

出人が所有する緑区日連の農地、２筆、５１０㎡に賃借権を設定し、駐車場として転用

するための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図

は６ページを御覧ください。農地区分は第３種農地です。申請理由としましては、借受

人は産業廃棄物収集運搬業を営んでおり、事業拡大に伴い、新たに従業員駐車場を確保

するものです。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策と

して、既存石積み擁壁高さ１.５ｍを使用するとともに、安全対策として単管パイプ柵

高さ１ｍを設置し、雨水については、砕石敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請

地は市立藤野小学校の南西約８００ｍです。 
続きまして、収受番号５－１０２９は、譲受人の株式会社ハタノ工務店が、譲渡人が

所有する緑区青山の農地、６筆、２,８１１㎡の所有権移転を受け、資材置場及び作業

場として転用するための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧くだ

さい。案内図は８ページを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理由としま

しては、譲受人は建設業を営んでおり、事業拡大により、資材置場及び作業場を確保す

るものです。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策とし

て、コンクリートブロック３段、Ｌ型擁壁高さ１ｍから２.５ｍ及び鋼板高さ２ｍを設
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置し、敷地内はアスファルト舗装及び鉄板敷きとし、雨水については、周囲に設ける緑

地帯により敷地内浸透する計画です。申請地は市立串川保育園の北西約８０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１０３０は、譲受人の株式会社完山金属が、譲渡人が所有

する緑区川尻の農地、１筆、１,１８６㎡の所有権移転を受け、駐車場として転用する

ための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は

１０ページを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理由としましては、譲受

人は産業廃棄物処理業を営んでおり、事業拡大に伴い、新たに事業用車両の駐車場を確

保するものです。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策

として、東側は隣地境界より２ｍ、北側は境川から１０ｍ、それぞれ後退して万能鋼板

高さ２ｍを設置し、雨水については、砂利敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請

地は市立広田小学校の北西約８４０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１０３１は、譲受人の株式会社ＮＡＫＡＴＡＮＩが、譲渡

人が所有する緑区寸沢嵐の農地、１筆、７５３㎡の所有権移転を受け、事務所として転

用するための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内

図は１２ページを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理由としましては、

譲受人は建設業ほか各種事業を営んでおり、現在賃借中の事務所が手狭なため、新たに

事務所を建築するものです。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、

土留め策として、既存コンクリートブロック３段及び既存擁壁高さ１ｍを利用し、雨水

については雨水浸透桝及び砂利敷きによる敷地内浸透とし、汚水については合併浄化槽

により処理する計画です。申請地は相模湖病院の北東約３９０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１０３２は、譲受人のＱ．ＥＮＥＳＴパワー合同会社が、

譲渡人が所有する緑区中沢の農地、１筆、９５８㎡の所有権移転を受け、太陽光発電設

備として転用するための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧くだ

さい。案内図は１４ページを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理由とし

ましては、譲受人は太陽光発電事業を営んでおり、新たに太陽光発電設備を設置するも

のです。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策として、

土留め鋼板高さ３０㎝及びフェンスを設置し、雨水については、太陽光パネルの下に雨

水受けの溝をつくり、敷地内浸透とする計画です。申請地は市立中沢グラウンドの南東

約１８０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１０３３は、譲受人が、譲渡人が所有する緑区根小屋の農

地、２筆、４３５㎡の所有権移転を受け、自己住宅として転用するための申請です。現

地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は１６ページを御覧くだ

さい。農地区分は第３種農地です。申請理由としましては、譲受人は現在、配偶者所有

の自宅に居住していますが、転勤のため売却し、新たに自己住宅を建築するものです。

隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策として、隣地の既

存擁壁を使用するとともに、コンクリートブロック１段から３段を設置し、雨水につい

ては敷地内浸透とし、汚水については公共下水道に接続する計画です。申請地は市立根

小屋小学校の西約６７０ｍです。 
収受番号５－１０３４から５－１０４０までは、東京電力パワーグリッド株式会社が、

送電線用の鉄塔の建設や撤去のため、工事用地として一時転用する事案になります。事

案によっては同一内容の事案もありますので、一括して説明させていただきます。 
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まず、収受番号５－１０３４と５－１０３５は、申請地が近接であり、転用内容が同

一のため、一括して説明させていただきます。 
収受番号５－１０３４は、貸出人が所有する緑区日連の農地、１筆、５８０㎡のうち

４４.７６㎡を、収受番号５－１０３５については、貸出人が所有する緑区日連の農地、

４筆、４５３㎡のうち７４.７８㎡を借受人の東京電力パワーグリッド株式会社が鉄塔

の建て替えのため、事前にボーリング調査を行うために一時転用するための申請です。

現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は１８ページ、２０ペ

ージを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理由としましては、借受人は電

気事業者で、隣接地の老朽化した鉄塔を建て替えるために、地盤の強度をボーリング調

査するため、一時的に転用するものです。転用期間は令和６年１１月３０日までです。

調査を行うための資機材の搬入、搬出は両申請地とも手作業で行うため、特に収受番号

５－１０３４については隣接する道路と高低差がありますが、トラックの荷台から直接、

手作業で資機材を運ぶため、農地を切り崩すことなどはありません。隣接地への被害防

除につきましては、作業範囲は５ｍ四方のため、カラーンコーンと侵入防止のための棒

を設置し、雨水については、土のままによる敷地内浸透とします。申請地は市立日連診

療所の東約９００ｍです。 
続きまして、次の事案から５－１０４０までの事案は、リニア中央新幹線の電力供給

に関連した工事によるものです。 
収受番号５－１０３６から５－１０３８は、転用内容が同一で申請地が同じ字地区の

ため、一括して説明させていただきます。 
収受番号５－１０３６は、貸出人８名が所有する緑区寸沢嵐の農地、１１筆、 

７,０１７㎡のうち２,６５８㎡を、５－１０３７は、貸出人２名が所有する緑区寸沢嵐

の農地４筆、３,１５２㎡のうち２,１６３㎡を、５－１０３８は、貸出人３名が所有す

る緑区寸沢嵐の農地、４筆、３,６９７㎡のうち８０３㎡を借受人の東京電力パワーグ

リッド株式会社がリニア中央新幹線の電力供給に伴い、鉄塔工事の工事用地として一時

転用するための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案

内図は２２ページ、２４ページを御覧ください。農地区分は全て農用地区域内農地です。

申請理由としましては、５－１０３６は鉄塔の補強工事のため、５－１０３７は鉄塔建

設及び除去工事のため、５－１０３８は鉄塔の除去工事のため、工事用地として一時転

用するものです。転用期間は全て令和７年１０月３１日までです。隣接地への被害防除

につきましては、土地区画の明確化と、土留め策として、各申請地全て出入口部分を除

き、周囲をガードフェンス高さ１８０㎝で囲い、一部、傾斜のある申請地には畦波シー

ト高さ３０㎝で土留めをし、雨水については、５㎜から１㎝間隔で鉄板を敷き、その隙

間から敷地内浸透させる予定です。申請地は神奈川中央交通株式会社津久井営業所の西

約１㎞付近です。 
続きまして、収受番号５－１０３９と５－１０４０についても、転用内容が同一で申

請地が同じ字地区のため、一括して説明させていただきます。 
収受番号５－１０３９は、貸出人５名が所有する緑区三ケ木の農地、６筆、 

６,１８４㎡のうち１,４３２㎡を、５－１０４０は、貸出人８名が所有する緑区三ケ木

の農地、１０筆、１３,７５６㎡のうち２,８３７㎡を借受人の東京電力パワーグリッド

株式会社がリニア中央新幹線の電力供給に伴い、鉄塔工事の工事用地として一時転用す
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るための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は

２６ページを御覧ください。農地区分は農用地区域内農地です。申請理由としましては、

借受人は電気事業者で、５－１０３９は鉄塔建設及び除去工事と、これに伴い農道が寸

断されるため、仮設道路用地として、５－１０４０は、鉄塔の除去工事のため、一時転

用するものです。転用期間は令和７年１０月３１日までです。また、５－１０３９につ

いては、新たに建設する鉄塔敷地については、今まで利用権設定されて農地として利用

されており、合意解約の手続が間に合わなかったため、来月の事案として許可申請が提

出される見込みです。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留

め策として、出入口部分を除き、周囲をガードフェンス高さ１８０㎝で囲い、一部、傾

斜がある申請地には畦波シート高さ３０㎝で土留めをし、雨水については、５㎜から

１㎝間隔で鉄板を敷き、その隙間から敷地内浸透させる予定です。申請地は神奈川中央

交通株式会社津久井営業所の西約５００ｍ付近です。 
以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

や御意見はございませんか。 
収受番号５－４については、中央区担当、小林康史委員、お願いします。 

７番（小林委員） 
８月２４日に現地を見てまいりました。案内図を見ますと、道路から許可済み地が既

にありまして、ここは整地されております。そこの奥の場所になります。現況、整地さ

れている状態です。また、許可済み地から続いて奥のところですけれども、そこも資材

置場用地として整備して、資材置場として貸す場所になります。周りに畑もなく、両側

とも資材置場で、一番奥側は姥川ですので、特に畑等、影響ないと思われます。 
以上、御審議よろしくお願いします。 

議長（阿部会長） 
続きまして、収受番号５－１０２８、５－１０３４、５－１０３５については、藤野

地区担当、加藤正博委員、お願いします。 
３番（加藤委員） 

８月２７日に天野委員と一緒に回りました。収受番号５－１０２８は、きれいに草刈

りをして、見えるようになっています。別に問題ないと思いますので、よろしくお願い

します。 
収受番号５－１０３４は相模湖教習所の反対側ですけど、左側の鉄棒があるところは

今まで野菜の直売所をやっている場所で、先ほど言われましたけど、このまま石垣を崩

さないで、そのままユニックで上げるということで、右側の奥に鉄塔がありますけど、

そこへ資材を運ぶということです。これも別に問題はないと思いますので、よろしくお

願いします。 
収受番号５－１０３５は、鉄塔が左側にありますけど、この入口のところにある肥料

の置場の脇を通って運ぶということで、運搬車が入るぐらいの幅がありますので、別に

問題ないと思います。よろしくお願いします。 
以上です。 

議長（阿部会長） 
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続きまして、収受番号５－１０２９及び５－１０３３については、地区担当が八木拓

美委員でございますが、本日、欠席でございます。同委員から報告を受けておりますの

で報告します。 
収受番号５－１０２９については、８月２５日に中島推進委員と調査に赴いて、現地

は以前までは耕作されておらず、木々がうっそうとしていた土地でした。今回の転用に

当たり、伐採、抜根がされ、境界もはっきりしており、周辺住民の住環境改善にもなっ

ているとのことでございます。隣地農地への対策もされており、転用には問題ないとの

ことでございました。 
収受番号５－１０３３については、８月２５日に長谷川推進委員と調査に行きまして、

現地は耕作されておりません。草も生えていましたが、境界ははっきりしています。下

水道も整備されています。周辺に農地はなく、転用には問題ないとのことでございまし

た。 
報告の内容としては、以上のとおりです。 
続きまして、収受番号５－１０３０及び５－１０３２については、城山地区担当、西

東邦雄委員、お願いいたします。 
１４番（西東委員） 

収受番号５－１０３０については、落合推進委員と確認してまいりました。この土地

は、かつて私も関わった新規就農者が借りて耕作を始めていたんですけれども、３年ほ

ど前、既に残土が入っていまして、境川との関係では、結構、傾斜地になっていました。

多分、その傾斜を埋める形で残土を入れたと思うのですが、そういう中で新規就農者の

方は始めようとしていて、何作かはやったんですけれども、どうもいいものができてい

ないようでした。既に耕作には不適で困難な土地になっていたので、転用としてもやむ

を得ないもので、問題はないかと思います。 
収受番号５－１０３２につきましても、落合推進委員と確認してまいりました。事務

局の説明のとおり、特に問題はないのですけれども、私、前々回の総会のときも中沢地

区を担当しており、やはり太陽光の設置が転用の形で、結構、この一帯、少し広がりか

けているような状況があるのかと思っています。傾斜地になっているところが多いので

すが、太陽光にはそういうのが適切なのか、住宅地も多いので、環境的にはどういうこ

とになるのかと思っていて、別な角度では、ちょっと考えてみたほうがいいのではない

かなと思います。 
以上です。 

議長（阿部会長） 
続きまして、収受番号５－１０３１、５－１０３６、５－１０３７及び５－１０３８に

ついては、相模湖地区担当、青木齊委員、お願いします。 
１番（青木委員） 

収受番号５－１０３１ですけれども、８月２４日に現地を確認いたしました。境界線

もしっかりしておりまして、別に問題ないと思ったのですけれども、一点、申請者が農

業委員会に申請したから許可を得たと勘違いしたらしいです。それで私が見に行ったと

きに、砂利も敷いてあったし、工事の車も何かやっておりまして、事務局に連絡しまし

たら、事務局で注意していただいて、２８日に確認しました。原状復旧してきれいにな

っておりますので、ここは問題ないと思います。 
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次に、収受番号５－１０３６、東電のほうですけれども、すごく細長くて境界線を見

るのも大変だったのですが、ピンクのリボンがしてありまして、境界線もしっかりして

おりますので、一時転用ということなので問題ないと思います。 
収受番号５－１０３７、こちらは大分広いところでございまして、きれいになさって

おりますので、別に問題ないと思います。 
収受番号５－１０３８は、地目上、農地ということですけれども、竹やぶになってお

りまして、すごいところだなと思ったのですけれども、境界線のピンクのリボンもして

おりまして、大分きれいになっておりますので、別に問題ないと思います。 
以上です。 

議長（阿部会長） 
続きまして、収受番号５－１０３９及び５－１０４０については、津久井地区担当、

大塚優子委員、お願いいたします。 
６番（大塚委員） 

８月２６日に事務局と東電の方と工事を請ける方と１時間くらいずっと、場所の説明

をしてもらわないと分からないということで行ってまいりまして、実際、３割ぐらい作

っていない草畑があって、あとはほぼ作っている畑でした。果樹をやっているところを

抜けてくるのですが、１年２か月の賃借ということなので、こちらは必ず返していただ

いたら、また元のように、果樹をやったり、畑として使っていただきたいなと思います。

進入路につきましては、砕石とかを使わないで鉄板でやっていくということなので、問

題ないと思います。 
議長（阿部会長） 

これより質疑に入ります。 
１７番（藤村委員） 

収受番号５－１０２９は北側には畑が残っているので、説明にあったフェンスについ

て、どんなものでしょうか。この土地を転用するのはいいとしても、北側の農地に日影

ができて不適になるのかならないのかというところが気になるところです。 
事務局（伊藤所長） 

北側については、一応、農地としては残っていますが、現在、耕作を全面的にやって

いるようなところではないです。境界は周囲を２ｍの鋼板で囲うんですけれども、今回

の北側のところについては、境の部分のところからほとんど草が生えているような状態

で、現状は耕作地にはなっていないところです。 
１９番（加藤委員） 

収受番号５－１０２８と５－１０３０ですけれど、それぞれ従業員は何人増えるのか

と、廃棄物収集車は何台増えるんですか、そこだけ教えてください。 
事務局（伊藤所長） 

５－１０２８につきましては、住宅地図には記載されていないですが、写真の道路の

反対側に営業所がありまして、実際、そこで勤務している従業員の車ということで、今

回の申請地には１１台、車を置きます。現在、この申請地にもかなりの台数の車がとま

っていますので、手狭になっているというのが現状です。 
５－１０３０については、営業車を２３台置きます。こちらについては、ごみ収集の

車両ということで、主に２ｔから４ｔのトラックを２３台分置きます。こちらの事業者
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につきましては、隣の町田市のエリア内ですけれども、全部で４か所事業所がありまし

て、そのうちの２か所に借りている駐車場がありまして、そちらを返すということで、

今回、こちらの土地を求めたということですので、既存の駐車場にあった車をこちらに

移動させるということが主な理由になります。 
以上です。 

議長（阿部会長） 
よろしいでしょうか。 
ほかに御発言はございませんか。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

よろしいですね。 
それでは、採決をさせていただきます。 
議案第２８号について、原案に賛成の方は挙手をお願いいたします。 
 

全員挙手 

 
議長（阿部会長） 

挙手全員。 
よって日程４議案第２８号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程５ 議案第２９号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（阿部会長） 

続きまして、日程５議案第２９号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明を

いたさせます。 
事務局（武信総括副主幹） 

それでは、１７ページを御覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第２９号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号６－４及び６－１０１５は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の利用権の

設定等を受ける者の備えるべき要件に適合しているので、改正前の農業経営基盤強化促

進法第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を決定するものとする。令和６年

８月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、１８ページを御覧ください。 
本議案は、地権者と耕作者との相対で利用権設定をするものです。本庁管内の１件に

ついて説明いたします。 
整理番号６－４は、経営規模拡大のため、利用権を新規で設定するものです。案内図

は２８ページを御覧ください。契約期間は５年４か月、件数は１件、１筆、面積は

８９７㎡です。当該農地では露地野菜を栽培していく予定です。 
本庁分は以上です。 

事務局（伊藤所長） 
続きまして、整理番号６－１０１５は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定す

るものです。案内図は３０ページを御覧ください。契約期間は５年４か月、件数は１件

で、２筆、面積は７９２㎡です。今回の利用権設定農地においては、小麦を栽培してい

く予定です。 
以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第２９号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 
 

全員挙手 
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議長（阿部会長） 

挙手全員。 
よって日程５議案第２９号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程６ 議案第３０号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（阿部会長） 

続きまして、日程６議案第３０号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明を

いたさせます。 
事務局（武信総括副主幹） 

それでは、１９ページを御覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第３０号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号６－３８から６－４１及び６－１００７から６－１００８は、農業経営基盤の強化の

促進に関する基本構想の利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件に適合している

ので、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項及び改正前の農地中間管理事業

の推進に関する法律第１９条の２第１項の規定により、農用地利用集積計画を決定する

ものとする。令和６年８月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、２０ページから２１ページを御覧ください。 
本議案は、農地中間管理機構である神奈川県農業会議が所有者から農地を借り入れ、

耕作者に貸し出すための利用権を設定するものです。本庁管内の４件について説明いた

します。 
このうち、更新分は整理番号６－３８及び６－４０の２件、３筆、１,７５４㎡で、

耕作者変更に伴う申請です。 
新規分は、整理番号６－３９及び６－４１で、合計２件、３筆、３,５９６㎡となり

ます。新規分の案内図は３１ページから３６ページを御覧ください。これら４件は、い

ずれも露地野菜を栽培する予定です。 
なお、整理番号６－３９の農地は、全体で１,９３１㎡あるうち、１,８１１㎡は今回

権利の設定を受ける者が既に借り受けており、残りの１２０㎡について、追加で権利の

設定を受けるものとなっています。利用権の終期も既に借り受けている農地の終期と合

わせたものとなっています。 
また、整理番号６－４１については、旧城山町の農地が含まれておりますが、大島の

農地と一括して権利を設定するものとして本庁で受け付けているため、本庁管内の案件

として整理しております。 
本庁分は以上です。 

事務局（伊藤所長） 
続きまして、整理番号６－１００７は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定す

るものです。案内図は３６ページを御覧ください。契約期間は５年４か月、件数は１件

で、２筆、面積は１,０３３㎡です。今回の利用権設定農地においては、ピーマンを栽

培していく予定です。 
続きまして、整理番号６－１００８は、本農業委員会が令和６年４月３日に新規就農

者認定をした農業者が新たに利用権を設定するものです。案内図は３８ページを御覧く

ださい。契約期間は２０年４か月、件数は１件で５筆、面積は２,７５９㎡です。今回

の利用権設定農地においては、キウイとブドウ、露地野菜を栽培していく予定です。 
以上で説明を終わります。 



 16 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第３０号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 
 

全員挙手 

 
議長（阿部会長） 

挙手全員。 
よって日程６議案第３０号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程７ 議案第３１号 「相模原市農業経営基盤の強化の促進に関する基

本構想」（案）の意見照会に対する回答について 

 
議長（阿部会長） 

続きまして、日程７議案第３１号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明を

いたさせます。 
事務局（濱端総括副主幹） 

それでは、２２ページを御覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第３１号 「相模原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」（案）の意

見照会に対する回答について。農業経営基盤強化促進法施行規則第６条において準用す

る第２条の規定に基づく相模原市が策定する基本構想案に係る意見照会については、意

見なしとする。令和６年８月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
続きまして、２３ページから２４ページを御覧ください。 
「相模原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」（案）の意見照会について

は、相模原市における地域計画の策定方針を定めたことにより、農業経営基盤強化促進

法第１９条第１項に規定する地域計画の区域の基準を変更する必要等が生じたことに

より、令和５年９月に改正した相模原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を

変更するため、市から意見を求められました。 
今回の基本構想（案）に対する回答につきましては、８月２０日までに委員の皆様に

変更内容を事前に確認していただき、第１３回農政運営委員会で検討した結果、意見な

しと回答するものです。 
なお、この議案について、本日の総会で御同意をいただいた後に、市へ回答を提出い

たします。市では、今後、県との協議後に、県からの同意を得て、１０月下旬に公告す

る予定となっております。 
以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第３１号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 
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全員挙手 

 
議長（阿部会長） 

挙手全員。 
よって日程７議案第３１号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程 ８ 報告第２９号 相続税の納税猶予に関する適格者証明につい

て 

日程 ９ 報告第３０号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明に

ついて 

日程１０ 報告第３１号 農地所有適格法人の報告について 

日程１１ 報告第３２号 解除条件付き利用権設定を受けた者の農用地

利用状況の報告について 

日程１２ 報告第３３号 非農地証明書の発行について 

日程１３ 報告第３４号 地目変更登記に係る農地等の現況照会に対す

る調査結果の報告について 

日程１４ 報告第３５号 相続等による農地の権利取得届出の受理の報

告について 

日程１５ 報告第３６号 市街化区域内農地の転用届出の受理の報告に

ついて 

 
議長（阿部会長） 

続きまして、報告案件に移ります。 
なお、報告案件につきましては、事務局からの補足説明及び委員から質疑のあった案

件のみといたします。 
初めに、事務局から補足説明はありますか。 

事務局（武信総括副主幹） 
特にありません。 

議長（阿部会長） 
皆様方から御発言はございますでしょうか。 

１７番（藤村委員） 
３６ページ、この農地所有適格法人は、土地の貸し借りとかを活発にやられていて、

購入も何か所がやられていたようですが、売上げを見ると、あまり活発に農業をやられ
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ているようには見えないですが、現状はどうですか。 
事務局（武信総括副主幹） 

株式会社明嶺薗の案件につきましては、説明に個人情報なども入る可能性があります

ので、全員協議会で説明させていただきます。 
１７番（藤村委員） 

はい。 
事務局（武信総括副主幹） 

６月の総会で高度化施設の案件を出したのがこちらの農地所有適格法人になってい

ますので、これから伸びるという前提にはなっております。具体的な説明は全員協議会

でさせていただきます。 
議長（阿部会長） 

では後ほど、そのような形で対応をお願いします。 
ほかに御発言はございませんか。 
よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、以上で日程８報告第２９号から日程１５報告第３６号を終わります。 
以上で全ての日程が終了いたしました。 
次回、第３１回総会は、令和６年１０月１日火曜日午後１時３０分から開催する予定

です。開催場所は市民会館３階第１大会議室です。 
以上をもちまして、相模原市農業委員会第３０回総会を終了いたします。 


